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会 議 録

開催日時
令和６年１１月１９日（火） 午後７時００分 開会

午後８時０１分 閉会

場 所 旭川市教育委員会 教育委員会室

出

席

者

教 育 長

及 び 委 員

教育長 野﨑 幸宏、教育長職務代理者 伊東 義晃、委 員 近藤 美保

委 員 山崎 與吉、委 員 坂田 葉子

事

務

局

説 明 員

学校教育部長 坂本 考生

学校教育部次長 中瀬 恭子

学校教育部次長 末木 良典

学校教育部主幹 工藤 秀敏

学校施設課長 板東 俊光

教職員課長 山下 聡司

社会教育部長 佐藤 弘康

社会教育部次長 主藤 肇

事 務 局

職 員

教育政策課長補佐 佐々木孝二郎

教育政策課主査 朝倉 裕幸

傍 聴 者 0 人

公開・非公開の別 一部非公開

会 議 次 第

１ 開会

２ 会議録署名委員

３ 前回会議録

４ 審議事項

・議案第１号 令和６年度一般会計予算の補正について

・議案第２号 いじめの重大事態に係る再調査の結果を踏まえた対応に

ついて

・議案第３号 令和６年度全国学力・学習状況調査結果報告書等につい

て

・報告第１号 旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）につ

いて

・報告第２号 旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動(臨時代理）に

ついて

・報告第３号 旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について

・報告第４号 契約の締結（臨時代理）について

５ 報告事項

（１） 旭川市議会令和６年第３回定例会の報告について

（２） 神楽岡小学校における事故について

６ その他

７ 閉会
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審 議 内 容

発 言 者 発 言 要 旨

教 育 長

伊 東 委 員

教 育 長

教 育 長

教 育 長

各 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

《 開 会 》

ただいまから、令和６年１１月定例教育委員会会議を開会いたします。

本日の議事に入ります前に、御報告があります。

まず、先日の市議会定例会において、１０月１４日付けで、伊東委員が教

育委員として就任されました。伊東委員は中学校の校長、上川教育研修セン

ターの所長を歴任されておりました。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１３条第２項で、「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けた

ときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」と規定されてお

ります。

これにより、１０月１４日付けで、教育長職務代理者として教育委員会委

員の中から伊東委員を指名いたしましたので御報告いたします。

ここで、伊東委員から、一言頂ければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

今御紹介いただきました、伊東と申します。３８年間中学の教員をしてい

ました。その経験を微力ながらも生かし、また、教育委員の皆様に様々なこ

とをご教授いただきながら、この職務に尽力していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。それでは、本日の議事に入りたいと思います。

《会議録署名委員》

本日の会議録署名委員は、伊東委員、山崎委員を指名します。

《 前回会議録 》

会議録ですが、令和６年７月定例会（令和６年７月１７日開催）の会議録

については、既にお手元に配付をされておりますが、その内容について、御

意見はありますか。

ありません。

御意見がありませんので、令和６年７月定例会の会議録については、承認

をするということで御異議ありませんか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、令和６年７月定例会の会議録については、承認す

ることといたします。

なお、８月第１回臨時会、第２回臨時会、８月定例会、８月第３回臨時会、

９月定例会及び１０月定例会の会議録については、現在調製中でございま

すので、調製後、承認するということでよろしいですか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、これら６回の会議録については、調製後、承認を

することといたします。
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教 育 長

各 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

教 育 長

学校教育部次長

《 審議事項 》

それでは、審議事項に入ります。

お手元に配付されております公開及び会議録記載方法の取扱い一覧をご

覧ください。議案第１号、議案第２号、報告第１号から追加議案であります

報告第４号まで及び報告事項（２）は、その性質上、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により秘密会としたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、議案第１号、議案第２号、報告第１号から報告第

４号まで及び報告事項（２）は、秘密会といたします。

また、報告第１号から報告第３号までは、旭川市教育委員会会議規則のと

おり、会議録には概要を記載することといたしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、報告第１号から報告第３号までは、会議録は概要

を記載することといたします。

《議案第３号》

それでは、議案第３号「令和６年度全国学力・学習状況調査結果報告書等

について」、説明願います。

本件は、令和６年４月１８日に実施しました本調査の結果に関わり、資料

のとおり、議案第３号資料、「『調査結果報告書・指導の改善策』等の概要」、

別冊１「調査結果報告書・指導の改善策」、別冊２「旭川市学力向上授業ポ

イント集」及び別冊３「旭川市学力向上学習プリント集」としてまとめ、所

管する小・中学校及び市民に公表しており、本報告書等は本市の児童生徒の

実態に即した学力の向上が図られるよう、本調査の実施主体である文部科

学省が示す実施要領を踏まえ、調査の設問及び質問項目から、調査結果を分

析した成果や課題の状況と、各学校で取り組む必要性があると考えられる

授業の改善策をまとめたものです。

本年度の報告書等は、Ａ４判１枚の資料と、３つの別冊からなっておりま

す。Ａ４判１枚の資料は、本年度の概要版となっており、先生方が手元に置

いておくことで事業改善の視点を意識し、必要に応じて別冊の内容を確認

しながら、授業づくりに取り組むことができるよう、教員の活用を促してま

いります。

別冊１の「調査結果報告書・指導の改善策」は、調査結果及び成果と課題、

課題の改善策等を１冊にまとめたものとなっており、別冊２の「旭川市学力

向上授業ポイント集」は、国語、算数・数学、理科、英語の授業づくりや授

業ＤＸの推進におけるポイント等をまとめたものとなっております。

別冊３の「旭川市学力向上学習プリント集」は、調査結果を踏まえ、本市

の児童生徒が苦手とする内容等に関わる国語、算数・数学、理科及び英語の

学習プリントとなっております。
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それでは、別冊１「調査結果報告書・指導の改善策」について説明します。

２ページが小学校、３ページが中学校の教科に関する調査結果の概要です。

上段は国語、算数・数学の領域別のレーダーチャートを示しております。

小学校の全教科領域別の状況につきましては、北海道と比べて、全１０領域

のうち、国語の６領域中「言葉の特徴や使い方に関する事項」、「我が国の言

語文化に関する事項」、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の

５領域において正答率が上回っております。また、全国と比べて、国語の６

領域中「我が国の言語文化に関する事項」、「読むこと」の２領域において正

答率が上回っております。

中学校の全教科領域別の状況につきましては、北海道と比べて、全１０領

域のうち、国語の６領域中「言葉の特徴や使い方に関する事項」、「我が国の

言語文化に関する事項」、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」

の５領域において正答率が上回っております。また、全国と比べて、国語の

６領域中「情報の扱い方に関する事項」の領域において正答率が上回ってお

ります。

「第２期旭川市学校教育基本計画」における、「基本施策１ 確かな学力

を育成する教育の推進」の指標の１つに、本調査の「国語と算数・数学にお

いて正答数を４つの階層に分けたうち、最も正答数の少ない層に該当する

児童生徒の割合」が位置付けられていることを踏まえ、この割合について分

析を行っております。

グラフ中【Ａ】が上位２５％、【Ｂ】が上位２５％のそれぞれの層に属す

る児童生徒の割合を示しています。小学校では、正答数の少ない割合は、国

語は、北海道より低く、全国より高い状況となっており、算数は、北海道、

全国より高い状況となっております。また、正答数の多い層の割合について

は、国語、算数ともに北海道より高く、全国より低い状況となっております。

中学校では、正答数の少ない層の割合は、国語、数学ともに、北海道、全国

より高い状況となっております。また、正答数の多い層の割合は、国語、数

学とともに、北海道及び全国より低い状況となっております。

無回答率の状況についても掲載しております。小学校では、国語の無回答

率は、全国及び北海道より低い状況となっております。算数の無回答率は、

北海道より低く、全国と同じ割合となっております。中学校では、国語及び

数学の無回答率は、全国及び北海道より高い状況となっております。

次に、各教科の調査結果について、設問ごとに詳細な分析を行い、成果や

課題をまとめて示しております。なお、各教科における個別の設問について

は、正答率をそれぞれ示しております。

「教科に関する調査結果の課題の改善策」では、国語及び算数・数学にお

いて、「課題が見られた設問」に対する改善策を４つずつ示すとともに、各

改善策を１ページにまとめており、「課題が見られた問題の出題の趣旨」「旭

川市の子どもたちがどこでつまずいたのか」「具体的な改善策」を踏まえ、

国語は「授業例」、算数・数学は「指導の工夫例」を掲載し、指導歴の浅い

若年層教員をはじめ、全ての教員に活用いただき、児童生徒一人一人に応じ

た指導の充実を図るための改善策を作成しております。

次に、「児童生徒質問調査結果の概要」について御説明します。本年度の

児童生徒質問調査の質問項目については、それぞれの質問項目を本市の「確
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かな学力の育成を図る指導の重点」である「学びを深める授業づくり」「落

ち着いた学級づくり」「望ましい学習習慣づくり」の３つのカテゴリーに分

類し、分析しております。その分析方法につきましては、昨年度同様、質問

項目に「している」、「どちらかといえばしている」など肯定的な回答をした

児童生徒の割合が８０％以上を「肯定的な回答が多い割合を示した質問項

目」、６０％未満を「肯定的な回答が低い割合を示した質問項目」として整

理しています。

また、クロス集計については、教科に関する調査の正答数が多い層をＵ

層、それ以外をＥ層として区分し、正答数と学習習慣の相関を分析していま

す。

「旭川市の子どもたちの概況」では、児童生徒質問紙調査の分析結果をま

とめております。カテゴリーごとに、分析の結果を示すとともに、特徴的な

質問項目について、３年間の経年比較、クロス集計の例を掲載しておりま

す。

「児童生徒質問に関する調査結果の課題の改善策」について御説明しま

す。先ほど説明しました３つの分類の質問調査における児童生徒の回答状

況等を踏まえ、３つの改善策を示しました。改善策１では、指導の重点「学

びを深める授業づくり」のキーワードとして各学校に示している「学習内容

の確実な定着」に資するよう、指導と評価の一体化や見通しと振り返りの充

実などを示しております。改善策３では、指導の重点「望ましい学習習慣づ

くり」について、共通理解に基づく、効果的な宿題、家庭学習の取組として、

端末を活用した宿題や家庭学習の取組例など児童生徒に必要感を持たせる

家庭学習の在り方など、学校と家庭が連携し取り組むための工夫等につい

て示しております。

なお、児童生徒に望ましい学習習慣を身に付けさせるためには、学校と保

護者が連携し、児童生徒の学習意欲の喚起や学習時間の確保が必要である

と考え、年２回「学習習慣・生活習慣確立月間」を設定し、児童生徒の望ま

しい学習習慣や生活習慣の確立に向け、本市全体で取り組んでいるところ

です。

本報告書等につきましては、別冊１の最終ページに掲載している「旭川市

授業力向上プロジェクト」の国語、算数・数学及び学習習慣・生活習慣改善

等の６チームの教員に御協力いただき、作成いたしました。

別冊２の「旭川市学力向上授業ポイント集」については、本年度新たに、

「子どもの資質・能力を育成するためのＩＣＴ活用に向けて」を作成し、授

業改善を進めるためのＩＣＴの効果的な活用に向け、各教科に共通する視

点等についてまとめ、示しております。さらに、その後に示している、国語

等の各教科ごとの指導のポイント等についても、内容のアップデートを図

っております。

別冊３の「旭川市学力向上学習プリント集」については、詳細な説明は省

略させていただきますが、本年度の調査結果等に基づき、国語、算数・数学、

理科及び英語について内容の改善・充実を図っております。

以上が、調査結果の公表内容及び改善策等の内容となります。

本報告書等は、教育委員会会議の後、いただいた御意見を踏まえて修正等

を行い、市のＨＰに公表するとともに、各学校に通知します。
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教 育 長

伊 東 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

教 育 長

学 校 教 育 部 長

公表後は、１月に開催予定の学力向上研修会において、各学校の学力向上

を担う教員等に対して、本報告書について説明し、周知を図ります。また、

その他各種研修会や学校訪問における指導助言、校長会・教頭会への働きか

け等を通して、本報告書等を自校の取組の改善に生かすことについて、理解

の深化を図ってまいります。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

改善策が明確にされていて、児童生徒の学力向上に向け、とても参考にな

る資料であると思いました。校長会等で、より具体的な現場の意見を聞い

て、より良い内容となるよう、積極的に活用していってください。

他に御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、議案第３号「令和６年度全国学力・学習状況調査結果報告書等

について」は、原案どおり決定することで御異議ありませんか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、議案第３号については、原案どおり決定します。

《報告事項》

それでは、報告事項に入ります。

報告事項（１）「旭川市議会令和６年第３回定例会の報告について」、報告

願います。

会期は、令和６年９月１０日から同年１０月１０日までの通算３１日間

です。学校教育部に係る議案は、令和５年度旭川市一般会計決算の認定につ

いて、令和６年度旭川市一般会計補正予算、専決処分の報告でした。

まず、９月６日に、子育て文教常任委員会が開催され、日本共産党の中村

委員より物価高騰による学校給食への影響について質疑がありました。

続いて、９月１１日、１２日の２日間、補正予算等審査特別委員会が行わ

れ、市民連合の塩尻委員から小中学校ネットワークアセスメントについて

質疑があり、９月１７日には緊急質問が行われ、民主連合の品田議員より、

いじめ問題再調査委員会の答申と報告書について、共産党の能登谷議員よ

り、再調査報告を受けての受け止めなど５項目について、無党派Ｇの上野議

員より、旭川市いじめ問題再調査委員会報告と、理事者発言について、無所

属の横山議員より、今回の報告を受けて今後の対応についてそれぞれ質問

がありました。

また、９月１８日から２０日までの３日間で一般質問が行われ、無党派Ｇ

の金谷議員より、中央中学校への３校統合の経過を踏まえ、現在休止になっ

ているバス路線の再開について、共産党の中村議員より、ＩＣＴ教育につい

て、無所属ののむらパターソン議員より、旭川少女凍死事件など６項目につ

いて、自民会議の髙橋議員より、いじめ防止対策など２項目について、市民

連合の高木議員より、コミュニティースクールと地域学校協働活動につい

て、公明党の髙花議員より、インクルーシブ教育について、それぞれ質問が

ありました。

次に、９月２４日に大綱質疑が行われ、共産党のまじま議員より、いじめ

防止等対策について質疑がありました。
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社 会 教 育 部 長

教 育 長

各 委 員

教 育 長

教 育 長

各 委 員

事 務 局

教 育 長

学校教育部次長

９月２６日から１０月２日までの５日間、決算審査特別委員会が行われ、

自民会議の石川委員より、学校施設冷房設備整備費について、公明党の駒木

委員より、子ども議会について、共産党の中村委員より、就学費用支援事業

費など２項目、無党派Ｇの金谷委員より、部活動指導員配置促進費など２項

目について、無所属の横山委員より、いじめ防止対策など１１項目、さらに、

自民会議の笠井委員より、「すくらむあさひかわ」など２項目、公明党の中

野委員より、スクールカウンセラー活動促進費について、共産党の能登谷委

員から、いじめ防止対策など４項目、民主連合の江川委員より、１人１台端

末・モバイルＷｉ－Ｆｉルーターについてそれぞれ質疑がありました。学校

教育部からの報告は以上です。

引き続き、社会教育部関係部分について報告します。社会教育部に係る議

案は令和５年度旭川市一般会計決算の認定について、令和６年度旭川市一

般会計補正予算についての２つです。

初めに一般質問において、２会派３人から質問があり、市民連合の小林議

員より、中央図書館のインターネット環境の整備について、自民党・市民会

議の菅原議員より、歴史的建造物の文化的価値について、市民連合の高木議

員より、地域力の向上に向けてとして、市教委が進める地域との協働事業に

ついて質問がありました。

次に、決算審査特別委員会民生子育て文教分科会において、５会派６人か

ら質問があり、公明党の駒木委員より、２０歳を祝うつどいについて、民主

市民連合の高橋委員より、公民館事業について、無党派Ｇの金谷委員より、

文化施設等整備費について、無所属の横山委員より、アイヌ施策推進費につ

いて、共産党の能登谷委員より、文化芸術振興について、民主市民連合の江

川委員より、図書館費について質疑がありました。社会教育部からの報告は

以上です。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、報告事項（１）「旭川市議会６年第３回定例会の報告について」

は、報告を受けたことといたします。

《その他》

他に、何かありますか。

ありません。

ありません。

《議案第 1 号》

ここからは、秘密会といたします。

議案第１号「令和６年度一般会計予算の補正について」、説明願います。

本件は、令和６年度旭川市一般会計補正予算について、令和６年第４回定

例市議会に議案を提案するよう市長へ意見を申し出るものでございます。

学校教育部は１８事業について、補正する予定をしております。その全て

が、令和６年８月の人事院勧告において、国家公務員の給与水準の改定が勧
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社会教育部次長

教 育 長

各 委 員

教 育 長

各 委 員

教 育 長

教 育 長

学校教育部主幹

告されたことを踏まえ、本市においても、会計年度任用職員の給料、報酬額

等の増額を行うことになるものです。

管理事務費（事務局）、補正額１，５７３千円から、教育指導費、補正額

２８６千円までの計１８事業、合計すると、２３７，７５０千円の補正を行

うこととしております。財源は、全て一般財源となります。

なお、これらにつきましては、現時点で人事院勧告に対する国の閣議決定

の状況が見通せないため、市労働組合との交渉も中段している状況である

ことから、協議が整わない場合は、第４回定例会で予算を補正することを見

送る可能性があることを申し伝えます。以上が、学校教育部の補正予算で

す。

続きまして、社会教育部の令和６年度旭川市一般会計補正予算について

説明します。

第４回定例会では、社会教育部として大きく２つの内容があり、1 つ目は

事業費の増額補正、２つ目は債務負担行為の設定です。

まず事業費の増額補正について、先に学校教育部から説明があったとお

り、令和６年８月に行われた人事院勧告を踏まえ、本市においても会計年度

任用職員の給与改定を行うことに伴うものであり、各事業において計上さ

れている報酬、給料及び職員手当等の予算を補正しようとするものです。

地域を支えるシニア世代人材育成費、補正額９５３千円から、博物館管理

費、補正額１，２０７千円までの計１１事業、合計４１，３３０千円の補正

を行うこととしております。財源は全て一般財源としております。

次に、債務負担行為の設定について説明します。大雪クリスタルホール補

修費について、蛍光ランプ等の製造、輸出入廃止に対応するため、大雪クリ

スタルホールの音楽堂、大会議室、第２・第３会議室の照明装置のＬＥＤ化

への更新を令和７年度に予定しておりますが、器具の納期や施工前の準備

期間等を考慮した結果、令和６年度中に契約を行う必要があることから、令

和６年度から令和７年度までを期間として、３５５，１９０千円を限度額と

する債務負担行為を設定しようとするものです。社会教育部の補正予算は

以上です。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、議案第１号「令和６年度一般会計予算の補正について」は、原

案どおり決定することで御異議ありませんか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、議案第１号については、原案どおり決定します。

次に、議案第２号「いじめの重大事態に係る再調査の結果を踏まえた対応

について」、説明願います。

いじめの重大事態に係る再調査の結果を踏まえた対応について、本資料

は、令和６年１０月定例教育委員会会議において報告した案を基に、これま

での取組の評価検証を行い、今後の方向性と取組について検討を加え、作成

したものです。再調査報告書においては、再発防止策として「いじめの早期

発見及びいじめの認知」、「いじめを発見するアンテナ」など６つの観点か

ら、計２９の項目の提言が示されているため、観点ごとにページを分けて整

理をしております。
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なお、（３）今後の方向性と取組のうち、新規又は見直しを行う取組につ

いては、太字で表記しております。

それでは、新規又は見直しを行う取組を中心に説明いたします。

観点１「いじめの早期発見及びいじめの認知」では、５項目について提言

されており、これらの提言に関連する対策として、いじめ見逃しゼロに向け

たいじめの疑いを含む全件報告や教職員研修の強化に取り組んできている

ところです。その結果、令和５年度の認知件数が前年度約３．６倍増となる

など、積極的な認知の取組が進んでおります。また、取組の状況を踏まえ、

学校からの報告回数や報告システムを変更するなど、教員の負担軽減を図

ってきているところです。今後については、全件報告の取組を継続するとと

もに、教職員研修については見直しを行うこととし、法に基づくいじめの認

知の一層の徹底を図るため、提言１から５の内容を盛り込んだ研修を実施

してまいります。

観点２「いじめを発見するアンテナ」では、４項目について提言されてお

り、提言６から８に関連する、現在の対策については、教職員研修の見直し

を行うこととし、いじめを発見する感度の向上を図るため、提言の内容を盛

り込んだ研修を実施してまいります。

提言９に関しては、令和５年度からいじめ対策推進リーダーを位置付け

るなど、学校いじめ対策組織の強化等に取り組んできているところです。今

後については、各学校の取組が一層実効的なものとなるよう、学校訪問等に

よる指導助言を通じ、検証と改善に向けた取組を継続してまいります。

観点３「いじめの対処について」では、４項目について提言されており、

これらの提言に関連する対策としては、いじめ見逃しゼロに向けた全件報

告や、ＳＮＳ等のインターネット上のいじめ事案に関する教職員研修の充

実、学校いじめ対策組織の強化に関する取組のほか、提言１２及び１３に関

しては、市の緊急支援チームの学校派遣や、心理士、弁護士等の専門職によ

る児童生徒・保護者や学校への支援を実施しているところです。これらの対

策については、継続・充実とし、いじめ対策弁護士の一層の活用などに取り

組み、提言１０に関しましては、教職員研修の見直しを行うこととし、いじ

めの特質や事案の背景を踏まえた対処等の徹底を図るため、提言の内容を

盛り込んだ研修を実施してまいります。

観点４「いじめの重大事態と学校の対応」では、５項目について提言され

ており、これらの提言に関連する対策のうち、提言１４、１５及び１８に関

しては、令和５年３月に旭川市いじめの重大事態対応マニュアルの策定な

どに取り組んでいるところです。今後につきましては、令和６年８月に改訂

された国のガイドラインを踏まえ、当該マニュアルを改訂し、学校への通知

や教職員研修の実施を通じ、一層の徹底を図ってまいります。提言１６に関

しては、新たに心理士を講師とした、児童生徒や関係者への聴取方法に関す

る教職員研修を実施します。

観点５「いじめの重大事態と教育委員会」では、４項目について提言され

ており、これらの提言に関連する対策のうち、提言１９及び２０に関して

は、重大事態となりうる恐れがある困難ケース事案把握時の随時報告と市

の緊急支援チーム等による迅速な初動対応に取り組んでおり、今後も取組

の継続と充実を図ります。
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提言２１に関しては、学校いじめ対策組織の強化等の取組のほか、働き方

改革の推進による教職員の負担軽減の取組を進めており、令和５年度から

教育委員会にいじめ対策コーディネーターを配置し、学校への支援に取り

組んでいるところです。今後については、いじめ対策コーディネーターによ

る支援体制を継続するとともに、いじめ対策に専門的に従事する教職員の

配置については、国や道に要望するなど、検討を進めてまいります。

観点６「いじめの防止について」では、７項目について提言されておりま

す。

提言２３に関しては、性被害や性暴力を題材に扱った「生命の安全教育」

の授業等を実施しているところです。本対策については、教育指導課と連携

し、包括的性教育の取組について検討してまいります。

提言２４に関しては、全小中学校における警察と連携した非行防止教室

の開催など、情報モラル教育の推進に取り組んでいるほか、いじめ防止対策

推進部において、相談窓口の設置や多様なツールによる相談対応を行って

いるところです。本対策については、新たに児童生徒の１人１台端末への情

報モラル教材ソフトの導入について予算要望しており、家庭と連携した日

常的・継続的な指導の充実を図ってまいります。また、性的ないじめ、性暴

力事案に対する危機対応マニュアルの作成に取り組んでまいります。

提言２５に関しては、小中学校９年間の系統的な人権教育に係る学習を

推進してきているところです。本対策については、見直しを行うこととし、

引き続き、人権教育に係る学習を推進するとともに、学務課と連携し、障害

のある全児童生徒の個別の教育支援計画の作成や「すくらむ」の活用方法の

検討に取り組んでまいります。

提言２６に関しては、定期的なストレスチェックやいじめアンケート調

査を実施し、教育相談を行っているほか、いじめ防止対策推進部による相談

対応を行っているところです。本対策については継続・充実とし、ＩＣＴの

活用等により、教職員の負担軽減を図りつつ、いじめ事案の積極的な把握に

向けた取組を行ってまいります。

提言２７に関しては、教職員研修の見直しを行い、本提言の内容を踏まえ

た研修を実施します。

提言２８に関しては、小学校第３学年における人権教育プログラムや中

学校第１学年における人権教育を実施しているところです。本対策につい

ては、継続・充実とし、児童生徒の人権意識を一層醸成するため、内容の精

選を図りながら、人権教育プログラムを含む人権教育に係る学習を継続し

てまいります。

提言２９に関しては、令和５年度から、学校、教育委員会と市長部局が一

体となった、いじめ防止対策「旭川モデル」を推進しているところです。本

対策については、市長部局と連携し、提言の内容を踏まえた対策について検

討を進めます。今後については、実施できるものから速やかに取り組むこと

とし、見直しとした９つの取組については、新年度当初から実施できるよう

準備を進めてまいります。

また、新規としている５つの取組については、新たな仕組みの創設や予算

を必要とするものもあることから、関係課や市長部局とも協議しながら検

討を進め、早期実施に向けて精一杯取り組んでまいります。なお、本資料に
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教 育 長

伊 東 委 員
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伊 東 委 員
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各 委 員
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教 育 長

教 育 長

学 校 施 設 課 長

ついては、「旭川市いじめ防止対策に関する庁内推進会議」において説明し

た上で、市長に報告したいと考えています。以上です。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

いじめ問題に対して旭川市は全国の中でも先進的な取組をしていると思

いますが、ここ数年の重大事態の発生状況について伺いたい。

これまでに本市で扱った重大事態の件数は、令和３年１件、令和４年 1

件、令和５年１４件、令和６年度１件の計１７件となっています。

いじめ問題は、行政や学校現場がどんなに対策をしても、我々の想像を超

える新たな事案が全国で発生しているので、より感度を高くし、こういった

資料に随時内容を落とし込み、内容を更新していくべきだと思いました。よ

ろしくお願いします。

他に御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、議案第２号「いじめの重大事態に係る再調査の結果を踏まえた

対応について」は、原案どおり決定することで御異議ありませんか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、議案第２号については、原案どおり決定します。

＜報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）につい

て」＞

令和６年１１月１日付けの旭川市教育委員会事務局職員の分限処分につ

いて、教育長が臨時に代理した旨を報告し、報告のとおり了承した。

＜報告第２号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）につ

いて」＞

令和６年１０月１日から同月３１日付けまでの旭川市教育委員会事務局

職員等の人事異動について、教育長が臨時に代理した旨を報告し、報告のと

おり了承した。

＜報告第３号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について」

＞

令和６年９月２５日から同年１０月２８日付けまでの北海道教育委員会

に対し行った旭川市立小中学校教職員人事の内申について、教育長が臨時

に代理した旨を報告し、報告のとおり了承した。

次に、報告第４号「契約の締結（臨時代理）について」、報告願います。

本件は、学校施設のエアコン整備に係る「令和６年度学校施設冷房設備設

置業務（その１０）」の契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第

５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条に規定する予定価格１億５千万円以上の議会の議決を要する工事の

請負契約に該当するため、令和６年第４回定例市議会に議案を提出するよ

う市長へ意見を申し出るものでありますが、市議会への議案の提出期限の

関係上、緊急に処理する必要がありましたことから、旭川市教育委員会事務

委任規則第１条第２項の規定により教育長が臨時に代理いたしましたの
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で、同条第３項の規定により報告するものでございます。

当該業務につきましては、東五条小学校ほか小学校２校の普通教室及び

職員室等にルームエアコンを設置することにより、子どもたちの命と健康

を守り、適切な教育環境の整備を図るものであり、指名競争入札の結果、契

約金額１億６，４８９万円、履行期間を令和８年５月２９日までとしまし

て、エーピーテクノ株式会社と契約を締結しようとするものでございます。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、報告第４号「契約の締結（臨時代理）について」は、報告のと

おり了承することで御異議ありませんか。

異議ありません。

「異議なし。」と認め、報告第４号については、報告のとおり了承します。

次に、報告事項（２）「神楽岡小学校における事故について」、報告願いま

す。

令和６年９月２日午前１０時４０分頃、同校用務員が学校敷地内におい

て刈り払い機を使用し、草刈り作業を行っていた際、ワイヤーが小石に接触

し、そのはずみで飛んだ小石が駐車中の相手方車両に当たり、破損させた事

故でございます。

この事故による過失割合は市が１００％であり、損害賠償等、車両修理費

の合計額を８万８，８２５円と定め、１０月１５日に専決処分をし、１０月

１６日に成立しております。

また、再発防止策として、全小・中学校に本件発生の要因や草刈り作業に

おける安全基準を改めて周知徹底する通知を発出したほか、各学校を巡回

し、作業方法などに関わる個別指導を実施しました。

なお、本件につきましては、１２月に開会を予定しております、旭川市議

会令和６年第４回定例会において専決処分の報告をする予定です。

本案について、御意見、御質問等はありますか。

ありません。

それでは、報告事項（２）「神楽岡小学校における事故について」は、報

告を受けたこととします。

《 そ の 他 》

本日の審議事項等は以上ですが、他に何かありますか。

ありません。

それでは、以上で令和６年１１月定例教育委員会会議を終了いたします。

《 閉 会 》


